
 

 

 

 

 

令和７年１０月 
 

 

 

城南衛生管理組合議会 
 

廃棄物（ごみ・し尿）処理常任委員会 

 

 

 

 

会 議 記 録 
 



1 

令和７年１０月城南衛生管理組合議会廃棄物（ごみ・し尿）処理常任委員会 

 

開催日時    令和７年１１月５日（水）午前１０時 
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上 野 雅 央  委  員 
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 堀  明 人  議  長（オブザーバー） 

澤 田 扶美子  副 議 長（オブザーバー） 

 

説明のため出席した者 

野 村 賢 治  専任副管理者 

山 本 晃 治  総務部長 

川 島 修 啓  施設部長 

橋 本 哲 也  総務部次長 

山 内 皇太郎  施設部次長 

親 見 善 人  会計管理者 

馬 渕 武 志  総務課長 

五十嵐 正 和  循環型社会推進課長 

別 所 尚 紀  広報協働課長 

川 戸 辰 也  施設課長 

山 田 貴 士  業務課長 

倉 富 晋一郎  総務課主幹 

福 山 さやか  循環型社会推進課主幹 

森 田 千 絵  広報協働課主幹 

園 田 真里子  施設課主幹 

吉 川 健 一  業務課主幹 

桑 名  成   業務課課長補佐 

窪 田 真 二  会計課契約担当係長 
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事務局 

竹 嶋 仁 志  議会事務局長 

 

議 題 

１ ごみ処理手数料の改定について 

２ 運転業務委託のスライド条項の適用について 

３ リサイクルセンター長谷山爆発・火災事故について 

４ 乙訓環境衛生組合からのし尿等の受入について 

５ 循環型社会推進会議の提言の進捗状況について 
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午前９時５３分 開会 

 

○谷田健治委員長 おはようございます。本日は、廃棄物（ごみ・し尿）処理常任委員会

を招集いたしましたところ、堀議長様、それから澤田副議長様並びに委員各位におかれ

ましては、何かとお忙しい中ご参集をいただきまして、厚くお礼を申し上げます。 

 ただ今の出席委員数は１１名全員であります。既に定足数に達していますので、委員

会は成立をいたしました。 

 ただ今から廃棄物（ごみ・し尿）処理常任委員会を開会いたします。 

 初めに、理事者から挨拶の申出がございますので、お受けいたします。 

 野村専任副管理者。 

 

○野村賢治専任副管理者 おはようございます。本日、廃棄物（ごみ・し尿）処理常任委

員会が開催されましたところ、委員各位におかれましては、大変お忙しい中ご参集を賜

りまして、厚くお礼を申し上げます。 

 堀議長、澤田副議長におかれましては、ご多忙の中、ご臨席を賜りまして、誠にあり

がとうございます。 

 皆様方には、日頃から当組合の業務運営に対しまして、ご理解とご指導をいただいて

おり、重ねてお礼を申し上げます。 

 さて、本日ご報告をいたしたく存じておりますのは、「ごみ処理手数料の改定につい

て」、「運転業務委託のスライド条項の適用について」、「リサイクルセンター長谷山爆

発・火災事故について」、「乙訓環境衛生組合からのし尿等の受入について」、「循環型社

会推進会議の提言の進捗状況について」の５点でございます。 

 委員会資料に沿いまして担当からご報告をさせていただきますので、委員各位のご

指導、ご意見を賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさ

せていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○谷田健治委員長 ありがとうございます。それでは、本日の議題に入ります。なお、当

局側の説明、質疑応答につきましては着席にてお願いします。 

 １点目の「ごみ処理手数料の改定について」の説明を求めます。 

 川戸施設課長。 

 

○川戸辰也施設課長 それでは、資料に基づき、「ごみ処理手数料の改定について」をご

説明させていただきます。 

 初めに１、背景でございます。（１）組合では、市町の定期収集とは別に、管内の事

業所から排出される一般廃棄物である事業系一般廃棄物と家庭からの持込みごみの受

入れを行っており、その処理手数料は、通常の廃棄物の場合、１００㎏当たり１,５０

０円ですが、この単価は平成１５年４月から２０年以上改定されておりません。 

 （２）ごみ処理手数料の算定は、受益者負担を原則として処理経費相当分で設定する

ことが基本となりますが、令和５年度のごみ処理経費は１トン当たり約３万円となっ
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ており、現在の処理手数料の２倍程度となっています。 

 （３）近隣の団体のごみ処理手数料と比較しても、組合の手数料は安価となっており

ますので、他団体のごみの混入防止やごみ減量の観点から、手数料の改定を行いたいと

考えております。 

 次に２、改定案でございます。まず（１）手数料の区分及び単価の改定案は表のとお

りでございます。また、表の下に改定の概要をお示ししております。 

 まず①、単価の単位については、これまでの１００㎏ごとから１０㎏ごとにしたいと

考えております。 

 ②、土砂類については、Ⅱ類を通常の廃棄物に統合し、単価は処理経費相当分の１０

㎏までごとに３００円にしたいと考えております。 

 ③、処理困難物については、じゅうたん類や、火災等の罹災により発生する柱類を想

定していましたが、じゅうたん類は、現在はリサイクルセンター長谷山で処理できるよ

うになっていること、また、罹災の柱類については、罹災ごみが減免措置となるため、

現状は搬入実態がないことから廃止したいと考えております。 

 ④、剪定枝は、資源化促進の観点から、現在の手数料の水準である１０㎏までごとに

１５０円にしたいと考えております。 

 ⑤、併せ産廃については、Ⅱ類の通常の廃棄物に合わせて１０㎏までごとに３００円

にしたいと考えております。 

 （２）改定時期については、令和８年４月１日から実施したいと考えております。 

 次のページの３、ごみ処理単価の算定方法ですが、（１）持込みごみは、可燃ごみは

クリーン２１長谷山で焼却処理を、不燃ごみはリサイクルセンター長谷山で破砕処理

もしくはグリーンヒル三郷山で埋立処分しているため、焼却処理、破砕処理、埋立処分

の処理経費の合計をごみの搬入量で割って算出しております。 

 また、（２）処理経費の算出方法は、環境省の一般廃棄物処理会計基準に準じて算定

した経費から、発電した電気や鉄類等の有価物の売却収入を引いて算出しております。

別紙で処理経費の内訳を添付しておりますので、ご覧ください。 

 表は、ごみ処理経費、ごみ破砕経費、ごみ埋立て経費の経費と、その合計を一番右の

欄に示しております。３つの経費の支出の合計が２８億６,２６６万２,６３４円、収入

の合計が３億７,８８０万６,４６２円であり、支出から収入を引いた額が一番右下の

欄の２４億８,３８５万６,１７２円となります。この額を一番上の欄、搬入量の合計７

万９,８８７.６３トンで割り戻すと、表の欄外下にお示ししておりますとおり、１０㎏

当たり３１１円の処理経費となります。 

 資料に戻っていただき、４、手数料改定による分担金の影響ですが、組合の予算は、

必要な経費に対して手数料や発電収入、処理施設の建設時の国庫補助金等の収入を除

いた額を構成市町の分担金収入で賄っております。処理手数料を処理経費に相当する

手数料に改定することで、増額分に相当する額の分担金を抑制することが可能となり

ます。 

 ５、今後の予定ですが、（１）１１月２６日の本定例会閉会日に、手数料を定めてお

ります城南衛生管理組合の適正処理、減量及び再生利用に関する条例を改正する条例

を提案したいと考えております。 
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 また（２）、併せて、搬入区分の変更に伴い、必要となる規則の改正を行いたいと考

えております。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

○谷田健治委員長 以上で、説明が終わりました。ご質問はございませんか。 

 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 おはようございます。よろしくお願いします。 

 いつ頃から、この収入と支出の差が出ていたんかということ、それをお聞きしたいの

と、この値上げによってどれぐらい収入が増えていくんでしょうか。 

 まずその２点、お願いします。 

 

○谷田健治委員長 川戸施設課長。 

 

○川戸辰也施設課長 まず、収入の差がいつぐらいから出てきたというところでござい

ますけれども、徐々に経費というのは上がってきておりますし、物価高騰なり、処理す

る量がだんだん減ってきているという中で、単価としては、徐々に上がってきておりま

す。特に大きく上がったかなというところが、令和元年あたり以降にごみの処理する量

が大きく減っているというのもありまして、徐々に上がってきているというような形

になっております。 

 単価の改定でどれぐらいの金額が増収になるかというところなんですけれども、現

在の令和５年度の実績なんですけれども、こちらの方の手数料の収入の合計が約３億

３,７００万円程度となっております。仮に１０㎏当たり３００円にした場合は、この

まま令和５年度の実績どおりごみ量が入ってきたと仮定したら、３億円ぐらいの増収

になるかなというふうに考えております。 

 

○谷田健治委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 今おっしゃっているとおり、人口減少、この搬入量が減っていっている

と、それは前から言われてきていることなんですけど、今回こういう値上げの改定をし

て、これが３市３町のところの人口の変化の中で、そして搬入量の減少の中で、これは

いつまでそういうことが持ってくるんかというのは、大体の見通しは立てていらっし

ゃるんでしょうか。 

 

○谷田健治委員長 川戸施設課長。 

 

○川戸辰也施設課長 この物価高騰であるとかごみの減少というのは、当面は続いてい

くのかなということが考えられますので、やはり処理手数料というのは、経費というの

はだんだんと今後も上がっていくのかなというふうに考えております。 

 やはり基本的には、どこかで適時見直しを行いながら合わせていくしかないのかな
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というふうには考えております。 

 

○谷田健治委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 将来的な見通しもそういうことだと思うんですけど、今回、かなり差が

出ているし、値上げをしていくというのも、そういう理解も分からないことはないんで

すけども、果てしなく値上げにつながっていくんじゃないかなということは非常に懸

念しているところなんです。だって、人口が減っていくというのは、もう今もそうだか

ら、明らかだし、この搬出量が減っていくというのも明らかだから、いたちごっこのよ

うな形で経営がなっていくというのも、もう明らかじゃないかなというふうに思いま

す。それだったら、やっぱり値上げに頼るのではなくて、それなりの対策を考えていか

ないとやっていけなくなるんじゃないかなというふうに思います。意見だけ述べてお

きます。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 中村委員。 

 

○中村正公委員 ここにあるように、今の質問にありましたけども、手数料値上げの背景

として２０年以上改定されていないというふうなことですが、それで経費が処理に対

して２倍かかると。近隣の団体と比較して安価というふうに書かれていますけども、こ

の一般の廃棄物の２０年前とここ近年、減少はしているのは分かりますが、どのぐらい

の量の変化があるのか、大まかで結構です。 

 

○谷田健治委員長 川戸施設課長。 

 

○川戸辰也施設課長 この間のごみの減量の程度ということですけれども、例えば、可燃

ごみで言いますと、平成１２年あたりがピークになっておりまして、この頃は年間１０

万８,０００トンほどごみがございました。ただ、今は令和６年度の実績ベースで言い

ますと、約７万４,０００トン程度となっておりますので、７割ぐらいになっているの

かなというような形になっております。 

 

○谷田健治委員長 中村委員。 

 

○中村正公委員 減っているのは数値的にも分かりましたが、近隣団体の手数料に比べ

て非常に安いと、２０年改正されていないということもあってということなんですが、

ほかの団体のこういう種別の単価ってどのぐらいなのか教えていただけますか。 

 また、今、改定するということを前提にしたら、近隣団体との差はどのぐらいになる

のか教えてください。 

 

○谷田健治委員長 川戸施設課長。 
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○川戸辰也施設課長 京都府内の隣接している団体さんの状況にはなるんですけれども、

一番高いところで言うと、１㎏当たり４０円、今回の１０㎏で言うと４００円に相当す

るというような額になっております。２番目に高いところは１０㎏当たり２８６円に

なっております。その次の３番目のところが、こちらの方は従量制で段階的に量が多く

なればなるほど単価が上がるという制度を設けられておりまして、１０㎏までは１,５

００円なんですけども、１００㎏を超えると１０㎏２００円。３００㎏を越えると１０

㎏２５０円に上がるというような単価になっております。 

 あと２団体あるんですけども、こちらの方は１０㎏１５０円ということで、今の組合

と同等ということになっております。 

 

○谷田健治委員長 中村委員。 

 

○中村正公委員 今の説明で、近隣との差というのがどのくらいか、ちょっとよく分から

ないんですけども、今回上げて、ほかの団体よりは、近づくけども、そこまではいかな

いということなんですかね、今ご説明あった内容というのは。 

 

○谷田健治委員長 川戸施設課長。 

 

○川戸辰也施設課長 今、近隣の団体の中では一番安い部類に組合の方は入っていると

いうことになりますが、値上げ３００円の方にさせていただいたときには、一番高いと

ころよりは若干安いんですけれども、２番目と同等ぐらいになってくるかなというよ

うなことで、中位ぐらいになってくるのかなというふうに考えております。 

 

○谷田健治委員長 中村委員。 

 

○中村正公委員 近隣団体に比べて安いから、ほかの団体から混入があるというふうに

ここにも書かれていますけども、今までどのぐらいの近隣のほかの団体から入ってき

ているのかというのは、そういうのは分かるんですか。もし分かったら教えてほしいん

ですか。 

 

○谷田健治委員長 川戸施設課長。 

 

○川戸辰也施設課長 ほかの団体さんから実際にどれぐらい入っているという量を把握

しているわけではございません。展開検査なんかもさせていただく中で、ちょっと疑わ

しいであるとか、これはほかの団体のごみが混ざっているのではというような事例は

見かけることはあるんですけども、具体的にそれが幾らぐらいあってというようなこ

とはないんですけども、一般的な傾向を見ると、例えば金額を上げると搬入量が減ると

いうところで、違うところに持っていかれるのかなというような傾向があるというこ

とでございます。 
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○谷田健治委員長 中村委員。 

 

○中村正公委員 やっぱりごみを減量するというのが必要と思うんですけども、この改

定によって、一般廃棄物、産廃も含むこの減量がどのように減量としての対策となって

いくのか、その辺の考え方というか、教えていただけますか。 

 

○谷田健治委員長 川戸施設課長。 

 

○川戸辰也施設課長 まずは、経費が上がってくるということになると、事業者さんの方

でごみの発生抑制を努力されるかなというふうに考えております。 

 まず一番はそこかなというふうに思うのと、あと本来は、事業に伴って、出るごみの

中には、組合の方に入ってくる一般廃棄物と産業廃棄物と、こちらの方が分かれている

んですけども、どちらかというと一般廃棄物の方が処理手数料が安いという傾向にご

ざいます。その中で、こちらの方の料金を上げて、それでも産廃よりは安いとは思いま

すが、料金が近づくというところで、より適正に産廃であるものは産廃に分別していた

だくというようなことで、一般廃棄物に入るごみの量が削減されるのではないかなと

いうふうに考えております。 

 

○谷田健治委員長 中村委員。 

 

○中村正公委員 最後に１つお聞きしたいんですが、手数料算定が受益者負担というの

が原則というふうにしていますが、その辺も、組合としてはそれが妥当なのかどうかと

いうこともあるんですけども、今、処理にかかる費用が手数料の２倍程度ということな

んですが、この改定によってどのぐらいの比率になるというふうにお考えでしょうか。 

 

○谷田健治委員長 川戸施設課長。 

 

○川戸辰也施設課長 ５年度の実績ではございますけれども、今、処理経費としては１０

キロ当たり３１１円かかっているところを３００円ということにさせていただきます

ので、ほぼほぼ１００％に近い形で料金の方をいただけるのかなというふうに考えて

おります。ただし、今後も経費というのは物価高騰等で上がっていくということがあり

ますので、その辺りは年数によって若干乖離が出てくるということにもなりますので、

適宜見直しというのは必要かなというふうに考えております。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 松峯委員。 

 

○松峯 茂委員 すみません、１点だけお願いします。 

 料金改定で収入が３億円ほど増えるということはお聞きをしたんですけども、構成
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市町で分担金の関係で言いましたら、上げる前から、今回上げるということになって、

市町の分担金には変化はないんでしょうかね。要は、持ち出しがどうなるのかというこ

とを聞きたいんですけど。 

 

○谷田健治委員長 橋本総務部次長。 

 

○橋本哲也総務部次長 基本的にこちら、経費が３１１円かかっている中で、今は１５０

円だけいただいているという形になりますので、それが３００円いただけましたら、そ

の相当分は当然分担金の減という形になります。手数料を改定することによって経費

が上がるということはございませんので、基本的には分担金の削減という形にはなる

かなと思っております。 

 

○谷田健治委員長 松峯委員。 

 

○松峯 茂委員 ありがとうございました。 

 やっぱり市町も苦しい財政状況なので、できれば分担金が上がるということでは苦

しくなってくると思いますので、十分ご検討いただいた上で手数料の改定についてご

協議をいただけたらと思います。ありがとうございます。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 本城委員。 

 

○本城隆志委員 民間企業からの搬入も結構あるんですけども、生産する側が処理費を

負担しなくてもいいという料金の、生産財を価格設定しているところもあったりとか、

それが販売店の方に負担がかかってきているとか、いろんなことがあろうかと思うん

ですけど、これはいろんな形態がごちゃごちゃになっていますから仕方がないかなと

思っておりますけれども、そういう意味では、生産する側もできるだけ負担するような

制度もやっぱり国に求めてもらうことが大事かなと思うんですよ。そうじゃないと、製

品は作ったけど、後始末は税金で勝手にやってくれはんねやという考えじゃなしに、そ

ういう生産をすることによって、最終的にごみ処理に行く部分が相当出てくる生産商

品とかいうことがあろうかと思いますので、その辺りは、国との関係でやっぱりしっか

り訴えてもらうことが大事かなと思っております。 

 それから、よその処理場との料金の体系ですけども、向こうのところが３５０円とか

３００円と言われても、それは上がったところが３００円なのか、もともと向こうも辛

抱していて３００円なのか、その辺がここの中では全然分かりませんので、また、そう

いうところの資料もやっぱりしっかり出せるようにしていただくことがここの会議の

中では大事かなと思っておりますので、そのことは要望しておきたいなと思っておる

んです。よろしくお願いします。 

 それから、今、家をこぼつのにも、家を建てる以上にこぼち賃が高くついて、もう皆

さん、「いや、土地安いとこで山手のとこ買うたわ、よかったわ」と言いながら、こぼ
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ち賃にこんなにかかるといったら、みんな見積りが変わってくるところもあるぐらい

なんですよ。だけど、それがやっぱり公害を出したりとか、ごみの処理の問題でやっぱ

り大事なことやということが、我々が一般論では言うんですけど、自分がそのお金を出

すときに、「うわ、大変や」ということをよく聞きますので、そういうことも、地域と

やっぱりしっかり情報を出していただくことが大事かなと思っています。 

 ここの処理費が上がることによって、やっぱり勝手に捨てられることが多くなって

くる。以前、何十年前から考えると、こういう処理場がなかったために、山手に捨てら

れたり田んぼに捨てられたり、全国的にはそれはあるんでしょうけども、今あんまり見

なくなってきたということは、よその処理場と比べても、見積りの中で業者がこういう

衛管に持ち込んでもいいなということを思ってくれているということも大事かなと思

っておりますし、一番程度の悪いのは一般の庶民かなと思っています。処理費がかかる

んやったら、もうその辺に捨ててしまおうというところがあろうかと思いますので、そ

ういうところをやっぱりしっかり啓発事業としてお願いしたいなと。ここが上がった

からといって市民が困るとか困らへんとかいうのは２次的な問題やと私は思っておる

んですね。人口が減るから何とかしなあかんと言われても、処理施設を半分にするとか

３分の１にするということは基本的には、何十年かかってそれはできるけれども、数年

の間にすることは絶対できないんで、これの維持をしながら、全体のごみの処理を完全

にしてもらえるということが住民にとっての安心感だと思いますので、そういうとこ

ろでやっぱり、広報の中で、ただ単にごみの処理は、これはいついつ出すというような

ことではなしに、やっぱりそういう啓発事業の広報をしっかりしてもらわないと駄目

かなと思っております。 

 それともう１つは、各町によってはごみの看板が違うんですね。そういう展示はして

いますか。出し方の処理とか、市町村によってみんな違ってくると思うんですけど、そ

れをやっぱりこちらでごみ処理用の看板、統一はできなくてもいいけども、何か同じよ

うな形でできないかなと。よその乙訓の方と話をしていたら、ごみを勝手に持っていか

はるものはごみが減っていいんやと言っていましたけど、今、ごみも資源だということ

を、やっぱりどこの市町村もやっと言い出したところかなと思っていますので、リサイ

クルできるもの、あるいはリユースできるものもしっかり見分けができるようにしな

いと、なかなか分別収集というのは、家庭でも大変やと思いますので。それは、企業も

一挙に出せばいいというふうに取っているかなと思うんで、その辺りもしっかり啓発

してほしいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 田井委員。 

 

○田井 稔委員 先ほど質問された松峯委員のとちょっと関連するかもしれないんです

けども、資料の４番、手数料改定による分担金への影響というところで、増額分に相当

する分担金を抑制することになるということで、さきにいただいた決算のときの資料

の中に、ごみ処理処分手数料ですか、これが６年度で約３億３,０００万円、５年度が

３億４,０００万円と、こちらの分が大体２倍ということで、３億３,０００万円が６億
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５,０００万円とかになるということと、そして、増えた３億円、分担金の６年の分が

３６億円ほどあるんですけども、そこから３億円が各自治体の分担金が抑制されると

いう解釈でよろしいでしょうか。 

 

○谷田健治委員長 馬渕総務課長。 

 

○馬渕武志総務課長 今、委員おっしゃっているように、かかる経費のうち、手数料収入

や発電収入、そういったものを除いた分を分担金としていただいていますので、この手

数料収入が増えた分については分担金が減るということになります。現在３億円ほど

ある手数料収入が６億円と、３億円増えれば３億円の分担金が減るということになり

ます。 

 

○田井 稔委員 よく分かりました。ありがとうございます。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷田健治委員長 ご質問がないようですので、２点目の「運転業務委託のスライド条項

の適用について」の説明を求めます。 

 山田業務課長。 

 

○山田貴士業務課長 それでは、「運転業務委託のスライド条項の適用について」、お手元

にあります資料に基づきましてご説明いたします。 

 まず初めに、１、背景でございます。 

 （１）組合処理施設における運転業務委託の契約期間については、安定運転及び安定

雇用の確保を目的に、複数年契約を行っております。 

 （２）処理施設の運転業務委託の経費については、人件費が大部分を占めております。

近年、労務単価が上昇している状況にあるため、安心・安全な工場運転業務の確実な履

行の観点から労務単価を見直し、委託費に転嫁する必要が生じております。 

 （３）組合の監督官庁となる環境省からは、一般廃棄物処理業務を委託する場合、労

務単価の上昇を踏まえた適正な価格転嫁を行うこととの指導通知が発出されていると

ころであります。 

 次に２、対応について説明いたします。 

 （１）標準的な請負工事契約書におきましては、賃金や物価の変動に対応する条項が

規定されております。しかしながら、一般廃棄物処理施設を維持管理する際に参考とし

ます廃棄物処理施設維持管理業務積算要領における運転業務委託契約書については、

物価変動等に関する条項が規定されていない状況にあります。 

 （２）このため、昨今の労務単価の上昇を考慮し、価格転嫁できるよう、令和６年度

以降における契約については、運転業務委託契約書に別途、特約条項を設けております。
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労務単価の変動に応じて契約額が変更できるようにスライド条項を規定したところで

あります。 

 （３）スライド条項の内容につきましては、国土交通省の建築保全業務労務単価の変

動に応じて契約額が変更できる方式を取っております。また、令和７年度の建築保全業

務労務単価については、令和６年度の同労務単価と比較して７.８％増加している状況

にあります。 

 （４）建築保全業務労務単価の改定時期につきましては、昨今の急激な労務単価の上

昇を反映させるために、公表時期が年度末となる２月頃に予定されています。令和７年

度の建築保全業務労務単価につきましては、令和７年２月１４日に公表されたところ

であります。このため、当初予算において、スライド条項を適用した委託額に変更でき

ない状況にあるため、スライド条項によって生じる不足額につきましては補正予算に

より確保し、財源につきましては、財政調整基金を活用することで対応したいと考えて

おります。 

 最後に３、対象契約でございます。 

 現在、スライド条項を規定している運転業務委託につきましては、表、令和６年度開

始業務に記載していますとおり、エコ・ポート長谷山資源化業務委託、現契約額としま

しては、年間１億２,６５６万１,６００円と、クリーンピア沢運転業務委託、現契約額

としましては、年間２,４５８万７,２４４円であります。 

 また、来年度以降におきましても労務単価の上昇が見込まれることから、新たにスラ

イド条項を設定する必要があると想定される業務委託につきましては、表、令和８年度

開始業務（予定）に記載していますとおり、クリーン２１長谷山運転管理業務委託、現

契約額としましては、年間１億１,８４１万７,２００円と、プラスチック製容器包装資

源化施設運転業務委託、現契約額としましては、年間１億１,５５０万円を予定してい

るところであります。 

 また、今回ご説明いたしましたスライド条項の適用に伴いまして、１１月２６日の本

定例会閉会日に補正予算の提案をさせていただく予定としております。 

 ご説明につきましては以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

○谷田健治委員長 以上で説明が終わりました。ご質問はございませんか。 

 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 ちょっと教えていただきたいんですけども、エコ・ポート長谷山資源化

業務委託と、これは令和６年度開始事業のところなんですけど、クリーンピア沢の運転

管理業務委託というので、これは、ここで雇用している人数というのは何人ぐらいいら

っしゃるんでしょうか。 

 

○谷田健治委員長 山田業務課長。 

 

○山田貴士業務課長 クリーンピア沢につきましては、業務従業員としては４名となっ

ております。 
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○谷田健治委員長 山内施設部次長。 

 

○山内皇太郎施設部次長 エコ・ポート長谷山につきましては、３０名ほど、障害者も含

めて勤務していただいている状況となっております。 

 

○谷田健治委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 このスライド条項を設定していくということなんですけども、最近は

必ず守られていると思うんですけども、今契約している中で、それぞれの従業員の給料

というか、それは大体どれぐらいなんですか。雇用年数にも関わってくるかなと思いま

すけども、どうでしょうか。 

 

○谷田健治委員長 川島施設部長。 

 

○川島修啓施設部長 従業員の皆さん個々の給与につきましては、基本的には組合との

雇用関係はございませんので、なかなかちょっと把握し切れないといいますか、直接介

入できない部分もありますので、全てが把握できるところまではないんですけれども、

例年ワーキングプア対策という目的といたしまして、委託従業員さんの平均給与は大

体どれぐらいですかというような調査は行っております。ただ、個人が特定されるよう

な、例えば、中央制御室のこの方はとなると個人が特定されてしまいますので、その辺

の給与はちょっとお聞きできないんですけども、平均給与というのは確認させていた

だいております。 

 

○谷田健治委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 障害者の方が働いていらっしゃるところなんか、新人研修でも行かせ

てもらって、私もこの衛管の議員、何回かやっていて、何回か視察にも行かせていただ

いたんだけど、１年中、気候の激しいとき、寒いとき、暑いときも含めて、相当厳しい

労働環境の中で働いていらっしゃるんですけど、それはちゃんと最賃は守られている

だろうと思っているんですけども、ちゃんと、あの環境に見合うような賃金が支払われ

ているのかなというのは、物すごく関心の高かったところなんですけど、それはあれで

すか、衛管の方ではきちんと把握されていないんでしょうか。 

 

○谷田健治委員長 川島施設部長。 

 

○川島修啓施設部長 今回のスライド条項につきまして、令和６年度開始業務からとい

うことで、障害者雇用されていますエコ・ポート長谷山の資源化業務委託の受注者の方

に、まず契約前にこういう条項を設けますよということでご理解をいただいて、実際今

回適用することになりました。 

 スライド条項というのは、やはり安心・安全な工場運営はもとより、人材確保、安定
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雇用ということを主眼として、あくまでも人件費が上がっているんですよということ

は、重々受注者の担当の方にはご説明申し上げております。だからといって、直ちにそ

れが従業員さんの給与に反映されるかどうかまではちょっと保証はないんですけれど

も、あくまでも人件費のスライド分の条項ですよ、それの上昇ですよというのを十分理

解してくださいねということで、処遇改善を強く要望まではできないんですけれども、

その辺の説明はさせていただいております。 

 企業さんの方からも、最近の令和７年１０月時点の最賃以上の給与は確保している

という回答はいただいております。 

 

○谷田健治委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 詳しく、どれぐらい賃金を支払っているかということをチェックでき

ないかもしれないんですけど、仕様書というのはあると思うんですよね。雇用する労働

者のところでどれぐらいの賃金が払われているのかというのはきちんと把握していか

ないと、私はこれだけ物価が上がっているからスライド条項というのはある程度仕方

ないなと思うんですけども、それが結局、働いている人に物価上昇に見合う賃金が払わ

れていないと、それが反映されないわけですから、やっぱりその辺はチェックしていた

だきたいなと。組合の方として、きちっと意見が言えるような、そういうことをやって

いただきたいなと。というのは、本当にあそこの厳しい環境の中で働いていらっしゃる

方々を見ていても何とかならないのかなということは常々思っていますので、その辺

はちゃんと、それに見合う賃金になるようにチェックをかけていただきたいと、このこ

とを強く要望しておきます。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 本城委員。 

 

○本城隆志委員 業務委託をされているんですけども、今、国でもちょっと国会で問題に

なっているのは、その関係者、ここの場で言いますと、理事長、理事の皆さんと、この

企業と親族であったりとか、あるいは天下り先であったのではないかとか言われるこ

とがあるのかないのか、そんなことが今まで話題になったのかどうか、まずお聞かせく

ださい。 

 

○谷田健治委員長 山田業務課長。 

 

○山田貴士業務課長 今、うちの職員が関係する委託企業に勤めているというような実

績はございません。 

 以上となります。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 本城委員。 
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○本城隆志委員 聞き方が悪かったのかもしれませんけど、天下りというのは、業務を兼

ねることはしないんで、辞められた後に行くことが天下りなんで、その辺りは今までチ

ェックされたのか、あるいは無関心で、そういうことは調べたことがないのかどうかを

教えてください。 

 

○谷田健治委員長 山田業務課長。 

 

○山田貴士業務課長 私どもの職員の退職した後の委託先の勤務状態という実績は、現

時点、業務委託でしているものについてはございません。 

 以上でよろしいでしょうか。 

 退職されて、天下りで勤められているというような従業員は、今、確認されておりま

せん。 

 

○谷田健治委員長 本城委員。 

 

○本城隆志委員 家族であったりとか、そういう何親等とかいうようなことが、決まりは

多分ないと思うんですが、そういう今の時代ですから、細かいことが言われることが、

指摘されることが出てくるかもしれませんので、重々チェックだけはしておいたほう

が、各市町村またがっていますので、大事なことかと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 以上です。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷田健治委員長 ご質問がないようですので、３点目の「リサイクルセンター長谷山爆

発・火災事故について」の説明を求めます。 

 山内施設部次長。 

 

○山内皇太郎施設部次長 それでは、「リサイクルセンター長谷山爆発・火災事故につい

て」、資料に沿ってご説明いたします。 

 初めに、１、発生状況でございます。 

 （１）令和７年６月１８日１４時５５分頃に、粗大・不燃ごみ処理工程の粗破砕機内

で爆発・火災が発生しました。 

 （２）事故発生の報告を受けた所長は、直ちに職員へ１１９番通報及び初期消火活動

の指示を行い、消防の到着前に初期消火により消火することができております。 

 （３）施設の一部が焼け焦げたものの、機械設備は問題なく稼働できている状況であ

ったため、ごみの受入れには影響はありませんでした。 

 （４）粗破砕機前で不適物の除去作業を行っていた職員１名が左目周辺に軽い火傷を
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負いましたが、全治１週間で治癒しております。 

 次に２、原因についてでございます。 

 （１）城陽市消防本部からの調査結果によりますと、粗破砕機内のガスボンベが粗破

砕機の金属製の刃で破砕された際、ボンベ内部のブタンガスが噴出し、金属製の刃がボ

ンベ本体を破砕するときに発生する火花がブタンガスに引火後、爆発的な燃焼現象が

発生し、火災に至った可能性が高いと推測するとの事でした。 

 （２）粗破砕機内で確認されたアウトドア用ガス缶については、ガス容量が大きいた

め、収集の対象外としており、販売店に返却するほかに廃棄方法がないため、不燃ごみ

として捨てられた可能性があります。 

 資料下部の写真は、爆発後の破砕機内から見つかったガス缶等です。左の写真に５つ

の缶が写っておりますが、左側がカセットコンロのガス缶、真ん中３つがスプレー缶、

右側がアウトドア用のガス缶となります。 

 また、右側の写真はアウトドア用ガス缶の拡大写真です。缶の上部に穴が開いており、

ここからガスが漏れ、引火したもの考えられます。 

 次に、資料の裏面をお願いいたします。 

 ３、事故防止対策についてですが、（１）今回、爆発の原因と考えられるアウトドア

用ガス缶が今後、不燃ごみ等へ混入することを防止するため、構成市町で既に実施され

ているスプレー缶の定期収集にアウトドア用ガス缶を加え、一緒に回収することによ

り、不燃ごみ混入への防止対策を本年７月より行っております。 

 （２）また、施設側の安全対策ですが、下図の粗破砕機付近概略図をご覧ください。

不燃ごみは、図の右側からコンベヤで運ばれ、粗破砕機内に入る前に職員がコンベヤ上

のごみから不適物を選別する作業を行っております。 

 粗破砕機内で爆発があった場合は破砕機の上部にあるハッチから爆風が逃げる構造

となっておりますが、今回は爆発が想定より大きく、ごみを確認している職員側にも爆

風が出てしまいました。そのため、図の粗破砕機の左側、手選別作業をしている職員の

反対側にも爆風を逃がすハッチを設ける対策として、今月１１月１５日、１６日に設置

する計画としております。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

○谷田健治委員長 以上で説明が終わりました。ご質問はございませんか。 

 本城委員。 

 

○本城隆志委員 ガスボンベですけども、キャンプ用という形で出ておりますけども、キ

ャンプ用品は専門店だけじゃなしに、ホームセンターでもどこでも売っているわけで

すね。私たちは、ホームセンター１か所だけいつも行くんなら、そこでいつも買って、

そこにまた返却すればいいんですけど、いろんなところで買っていたらどこで買った

か分からない。即使うのなら分かるんですけど、しばらく置いておいたら、どこから買

うたものじゃなしに、商品は分かっているんですけども、分からないという部分がある

んですね。 

 ホームセンターに行きますと、このガスボンベの処理というのは全然書いてないで
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すね。だから、一般市民が衛管だよりで見ても分からない部分が相当あったりとか、取

りあえずガスボンベに限ってでありますけども、そのほかにもいろんな商品情報とか、

あるいはスマホで商品を買うときに中国の製品が結構多いんですけど、あれを買うと、

日本語１つも書いてないんですよ。少しのことしか書いてない。同じものが、ホームセ

ンターで買うと日本語の説明がしっかりあって、処理のことが書いているところと書

いてないところがある。こういうところは、やっぱり１つの衛管ではできないんですけ

ども、先ほども言いましたように、やっぱり国としっかり処理の仕方というのももう少

し、経済産業省とかそういうところと連絡取り合ってやっていかないと、被害を受ける

のは衛管ですからね、こういうところは。 

 この夏、暑かったときに手で持つ扇風機がはやっていましたけど、あれ、若い人が、

あるいは主婦の方も結構道でつけているんですけども、風送っているんですけど、あれ、

処理どないしたらええのかなと思ったら、みんなごみ箱に捨ててしまっている人もい

るぐらいですから、あの中にやっぱりリチウム電池が入っていたりとかいろんなこと

がするんで、やっぱりそういう啓発活動というのは城南衛管を中心に、私たち議会もや

っていかないかんことやと思うんですけど、京都府や国の方にもやっぱりそういうと

ころをしっかり指摘して、各衛管の全国の協議会みたいのがあると思いますので、そう

いうところでもやっぱり一緒になってやってもらわないと、出て何年間かしてから対

策を打つようでは困るので、やっぱり先々に、やっぱりごみの処理ということでやって

もらうことが大事かと思いますので、よろしくお願いしたいと思うんですが、宇治やっ

たらここにコーナンがあって、今のガスボンベ、こんなことで出してはんねんから、１

回店で調べはったかどうか、まずそれだけお聞きしたいと思います。 

 

○谷田健治委員長 山内施設部次長。 

 

○山内皇太郎施設部次長 今、本城委員からご指摘のありましたガスボンベ等ですけど

も、今、業者名は匿名ですが、そういう量販店等でも購入できる状態となっています。

日本製のものの案内が出ていたりとか、またネットで買われる方もおられると思うん

ですけども、そちらの方では外国の英語で書かれていたりとか、違う国から入ってくる

ようなものもあったりします。 

 現在、ちょっと調査としては行っておりませんが、今後、今スプレー缶、ラッカーと

かいうのは定期収集で回収していただいています。その中に、今回のキャンプ用のガス

缶というのも回収対象としましたので、そのようなものが各店舗でどういう形で、お店

的に排出される場所の提言とかいうのがあるのかもお聞きしながら、販売店に分別を

できるような案内も各市町の方にも協力していただいて、適正な排出ができるように

今後進められたらと考えております。 

 

○谷田健治委員長 本城委員。 

 

○本城隆志委員 これをきっかけにしっかり、事故をきっかけにやらないと、なかなかこ

ういうことって出発はできないんですけども、今ブームになっているのがキャンプで
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ありますので、薪でバーベキューするだけじゃなしに、こういうガスボンベを使ったり

している人が結構いますけども、そこへちゃんと掃除して帰れる人とそうでない人が

いますので、やっぱり自分も行ったときにきれいなキャンプ場でしたいんですけど、人

の後、ごみの中でキャンプするのは嫌なんで、そういう意味での連携というのはこうい

うところに必要になってくるかなと思っておりますので、その辺り、よろしくお願いし

たいと思います。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 中村委員。 

 

○中村正公委員 広報紙のエコネット城南では、このリサイクルセンターの粗大・不燃ご

みのラインで、コンベヤのところで小さな火災が頻発しているというふうに警告され

ていますが、こういう火災の頻発というふうにありますので、どのぐらいの頻度で発生

しているのか。そして、今回起こったようなガス缶での事故、これはその中でどのぐら

いあるのか教えてください。 

 

○谷田健治委員長 山内施設部次長。 

 

○山内皇太郎施設部次長 まず、コンベヤにおける発煙・発火という表現をしております

が、令和６年度では６１７回発生しております。１年間で２５０日ほど運転しますので、

それを割ると１日に２回以上の発煙・発火、ぼやのような火災が発生している状況とな

っています。 

 爆発についてですが、今年度、施設が建ってから、竣工後１０年になるんですけども、

今回初めての爆発ということになります。ただ、スプレー缶の中身の入っていないもの、

入ったものも処理ラインに流れております。１００％それが取り除けるかというと、そ

れはちょっと難しい部分もありますので、そういった小さな爆発といいますか、破裂と

いうのは行われているものかなというふうに認識しています。 

 

○谷田健治委員長 中村委員。 

 

○中村正公委員 ありがとうございます。 

 施設の安全対策として、爆風を逃がすハッチをもう１つ設けるということですが、ま

ず、手選別によって除去されていますけども、大量のごみに紛れて完全に除去できない

というような状況があるんだと思うんですけども、この中で１つ、破砕不適物除去装置

というのがあるということなんですが、これはまず、最初にそういう機械があると思う

んですが、この機能というのはどんなふうにあるんでしょうか。また、その供給ライン、

コンベヤでは、作業員というのは何人で作業されているのか。 

 

○谷田健治委員長 山内施設部次長。 
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○山内皇太郎施設部次長 まず、不適物除去装置というのは、土木事務所にあるユンボと

いうはさみでつかむような機材があるんですけども、そちらの方を工場の中で、動かな

い固定式のものを使っております。その装置が、外で動くものであればユンボという形

で表現するんですけども、施設内に固定で設置している機械ということで、不適物除去

装置という名前で呼ばせていただいています。この機械は、機械の先端にはさみがつい

ているユンボの形の固定式になっています。処理に影響のあるようなスプリングマッ

トレス、そのようなものは職員の手で除去するのは難しいので、大型のごみを細かくし

たり、スプリングマットレスのような大きなものを破砕の中に入れると処理困難物と

してごみと絡まって排出できないような状況にもなりますので、それらのものを処理

にかけないため、除去装置で行っております。 

 また、手選別作業で、作業員につきましては、その不適物除去装置に１名、その後に

不適物を除去する職員がコンベヤの両サイドに２名、その部屋の中では計３名で作業

しております。 

 

○谷田健治委員長 中村委員。 

 

○中村正公委員 除去装置は分かりました。 

 過去には、今回、１０年で初めてこういうボンベの爆発があったというふうになりま

すが、先ほどもありましたけども、収集の対象外で販売店に返却するほかに廃棄方法は

ないというふうにしていますが、今後もやっぱり、先ほどの質問もありましたように、

不燃ごみとして捨てられる可能性というのは大いにあるのではないかというふうに思

うんですが、非常に危険を伴うものですし、その辺りはどんなふうに捉えて対処してい

かれるんでしょうか。 

 

○谷田健治委員長 山内施設部次長。 

 

○山内皇太郎施設部次長 これまでにもガス缶のようなものが排出されております。そ

ちらの方は、機械に入れると当然爆発の事案が発生しますので、適正に不適物として排

出しております。今までありましたものについても、今後、ガス缶の処理も、安心カン

カンというスプレー缶処理機で処理できるということとなりましたので、今まで不適

物として除去していたものも、随時そちらの機械で処理を進めているところです。 

 

○谷田健治委員長 中村委員。 

 

○中村正公委員 作業員がけがしたりしないような対策をしっかり取っていただきたい

というふうに要望して終わります。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 坂本委員。 
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○坂本優子委員 今回、１週間のけがを負ったということで、全治１週間。失明に至るよ

うな、場所によったら、そんなことになることもあったかもしれないような大きな事故

やなと思っているんですけど、やっぱり、製造者責任、販売者責任、使用者責任という

のは、私絶対、これを逃したら、ごみを安全にリサイクルするとか、いろんな処理をす

るということはできないと思うんですよね。 

 今回、今もいろいろご意見出ていますけども、販売店に返却するほかに廃棄方法がな

いと、今そういう状況で、ネットでも買えるし、量販店もいろいろあるしということや

ったんやけども、どんな大きな事故が起こるか分からない。それも、この作業をしてい

る人たちに大きな事故を負わせるような、こんなことが起こる可能性があるわけです

から、やっぱり衛管の方としても、消防とか行政とか市町のところとか、販売者のとこ

ろでの責任をやっぱりきちんと追及というかお願いをしていく、追及とお願いとかな

り違うんですけども、やっぱり周知させていただきたいと思うんですよね。 

 スプレー缶なんかの廃棄でも、かなりやっぱり時間をかけて、このまま放ったらあか

んという感じで浸透していったと思うんですよね。このボンベの関係も、やっぱり時間

はかかっても、そういうことをきちんと分かってもらうというか周知していくという

か、販売者の責任のところでやっていただきたいと思うんですけども、そういうことに

なるような啓発というか指導とかをやっていただきたいと思うんですけども、いかが

でしょうか。 

 

○谷田健治委員長 川戸施設課長。 

 

○川戸辰也施設課長 最近、廃棄物というのは、商品が多様化しているという中で、廃棄

物も多様化しているというところがございますので、様々な処理をする上では困るよ

うなものが多く出ているかなというような状況になっていると思います。 

 また、販売店といっても、おっしゃっていただいたとおり、ネットで買うということ

になると、どこへ返していいか分からないであるとか、義務にはなっていないので、販

売店さんが受け取らないというようなケースがあるというようなこともお聞きはして

おります。ですので、廃棄物処理法上の拡大生産者責任という観点で言うと、生産者が

それを処理しやすいように工夫するであるとか、回収するであるとかということがま

すます重要になってくるのかなというふうに考えております。 

 いろんなそういう困難物がある中で、我々も全国都市清掃会議などを通じて、国の方

には引き続き要望を上げていきたいというふうに考えております。 

 

○谷田健治委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 簡単にはいかないかもしれないんですけども、力を尽くしてもらって、

やっぱり働いている人たちがすごく大きな被害を受けますから、安全を守るためにも

努力していただきたいと要望しておきます。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 
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 大野委員。 

 

○大野裕美委員 新たに爆風を逃すハッチを１１月に設置されるということなんですけ

れども、この設置に当たってどれくらいの経費がかかる見込みなのかと、あと、その工

程などについて教えていただけたらと思います。 

 

○谷田健治委員長 山内施設部次長。 

 

○山内皇太郎施設部次長 まず、経費につきましては３０万円ほどで設置できるという

ことを確認しております。 

 設置の日取りですが、先ほども申し上げましたように、今月の１５日、１６日に設置

をし、対策を行う予定としております。 

 

○谷田健治委員長 大野委員。 

 

○大野裕美委員 ３０万円ほどということで分かりました。その設置に当たって、このご

みの粉砕処理に対してどのような影響が出るのかなという点についてお聞かせくださ

い。 

 

○谷田健治委員長 山内施設部次長。 

 

○山内皇太郎施設部次長 今回、令和７年度の工場によるオーバーホール、こちらの方で

予定していたものを次年度に繰越しをすることで、今回、爆風のハッチの先行取付けい

う形で行っておりますので、通常予定していた予算内で行えるということとなってお

ります。 

 

○谷田健治委員長 大野委員。 

 

○大野裕美委員 予算といいますか、一旦設置するに当たって工事をすることによって、

ごみ処理に対してどのような影響が出るのかなという点です。 

 

○谷田健治委員長 山内施設部次長。 

 

○山内皇太郎施設部次長 この設置については、土日に取付けを行いますので、収集にも

影響はなく、日常排出には影響はないというような状況で作業を行う予定です。 

 

○谷田健治委員長 大野委員。 

 

○大野裕美委員 分かりました。ありがとうございます。 

 私の方からも、職員さんのさらなる安全と、さらなる一般の方々への啓発を要望いた
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しまして、終わらせていただきます。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷田健治委員長 ご質問がないようですので、４点目の「乙訓環境衛生組合からのし尿

等の受入について」の説明を求めます。 

 橋本総務部次長。 

 

○橋本哲也総務部次長 それでは、「乙訓環境衛生組合からのし尿等の受入について」、資

料に基づいてご説明させていただきます。 

 資料をお願いします。 

 １、現状でございます。 

 議員の皆様には既にお知らせをさせていただいておりますけれども、乙訓環境衛生

組合から、し尿及び浄化槽汚泥の処理委託について、当組合に対して協議の依頼が８月

にあったものでございます。 

 受入量につきましては、令和６年度の実績で１,０６９.３５㎘ということで、１日当

たりでいきますと３㎘から４㎘程度、バキューム車で言いますと、１日二、三台程度と

いう形になりますので、少量というふうに考えております。 

 また、クリーンピア沢の搬入量につきましても、資料の表にありますとおり、下水道

投入年度、平成３０年度と比較しまして、令和６年度で言いますと、約３０％、量でい

きますと１万１,０００㎘減少というふうにしておりますので、仮に受入れをしたとし

てもクリーンピア沢の処理には影響がないと考えております。 

 ２の当組合の考え方です。 

 搬入量の減少によります処理施設の余力を活用するというものであることと行政間

の協力ということですので、できる範囲にはなりますけれども、協力していきたいと考

えておりますことから、乙訓環境衛生組合からのし尿等を受け入れる方向で協議を進

めていきたいと考えております。 

 ３の規約変更でございます。 

 乙訓環境衛生組合からの受入れに向けまして、構成市町以外の地方公共団体から委

託処理を受けることを、当組合規約にございます、組合の共同処理する事務に追加する

というものでございます。 

 具体的な内容につきましては、（２）のとおり、組合市町以外の地方公共団体からの

受託処理に関する事務、こちらを追加するものであります。 

 （３）今後の予定でございますが、地方自治法の規定によりまして、一部事務組合の

共同処理する事務の変更または規約の変更をしようとするときは構成市町議会の議決

が必要となりますことから、構成市町それぞれの１２月議会で城南衛生管理組合規約

変更の議案提出をお願いすることとしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 裏面の方をお願いします。こちらには、乙訓環境衛生組合庁舎の所在は大山崎町、ク
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リーンピア沢、こちらの方は八幡市でございますが、それぞれの位置関係が分かるよう

に、参考として位置図をつけさせていただいております。 

 説明は以上となります。よろしくお願いします。 

 

○谷田健治委員長 以上で説明が終わりました。ご質問はございませんか。 

 本城委員。 

 

○本城隆志委員 し尿の方は、公共下水道の普及で減ってきたことは確かなんで、広域的

にするところが大事だろうと思うんで、うちはやめてあんたとこ持って行くよとか、お

互いにそういう相談は、これからの大切なところかなと思っておりますので、これには

了解をしたいと思うんですけれども、向こうの施設はもう廃止されるのかどうか、なぜ

受け入れるのかというところが何も説明がなかったので、その点、まず教えてください。 

 

○谷田健治委員長 橋本総務部次長。 

 

○橋本哲也総務部次長 向こうからの協議依頼の内容につきましては、乙訓環境衛生組

合さんの方のし尿の、今、あちらも公共下水に投入されているんですけども、そのし尿

の施設の方が老朽化しているということで、施設の更新について計画をされておりま

した。その中で、汚泥再生処理センターを組合施設内に新たに整備するというような計

画を立てられていたんですけれども、その整備の規模が１日当たり４㎘と非常に少な

い量になりますので、スケールメリットがないということで、要は手を挙げる業者がな

かったというような実態があったと聞いております。その中で、汚泥再生処理センター

を更新するという計画を断念されて整備内容を見直されたというところで、これまで

されておりました、し尿を投入する施設を新たに建てるのか、それとも外部委託するの

か、この２つについて検討されているという状況の中で、当組合の方に処理委託できな

いかというような形で協議依頼があったというのが内容になります。ですので、基本的

には既設の方は解体されて進められると聞いておりますので、基本的には継続的に搬

入をするというようなことになるかなと思っております。 

 

○谷田健治委員長 本城委員。 

 

○本城隆志委員 老朽化とか人口の減少によっては、市町村をまたぐことがあっても、あ

るいは大阪と合併することがあっても、京田辺市なんかはそういうことを枚方市とや

っているみたいな情報も入ってきてはいるので、そういう意味では経費の削減と、やっ

ぱり広域化の中での生き残りというのが大事かなと思っておるんですけれども、そこ

で、バキュームカーで二、三台という形で出ておりますけど、どれぐらいの経費をこち

らに入れてくれるかどうかのことが何も書いてないので、それは、次の議会ですか。そ

れとも、今おっしゃっても問題はございませんか。 

 

○谷田健治委員長 橋本総務部次長。 
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○橋本哲也総務部次長 具体的にはこれからの協議となりますので、今の段階で価格が

幾らというのは決まっておりません。ただ、やはりかかっている経費分の処理に係る委

託料はいただくという形にはなるかなと思っております。 

 今、し尿等の自己搬入の手数料の料金が１,８００ℓまでごとに１万９,９００円とい

う形で管内の自己搬入に係るし尿の受入れをしております。その辺りを基準にこれか

ら検討していくことになるかなと思っております。ですので、仮にその金額でトータル

１,０００㎘を掛けますと、千二、三百万円ぐらいというのが、簡単に計算すればそう

なるかなと思いますので、この辺り、これから協議という形になりますので、今の状況

ではこれぐらいかなと思います。 

 

○谷田健治委員長 本城委員。 

 

○本城隆志委員 余裕があるから受け入れるというのは当然のことやと思いますので。

だけど、一番想定できるのは大きな災害で、よそのし尿処理場、特に大阪なんかでも災

害で使えなかったとき、処理してほしいという希望があったら、これは受け入れるべき

やと思うんですけど、その辺りが、国はどれぐらいの単価ですよとか、あるいは補助を

するとかいうようなことが細かく決まってないかなと思うんで、その辺りもやっぱり

しっかり調査しながら、受け入れられるところはできるだけやりましょうというとこ

ろが大事かなと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 中村委員。 

 

○中村正公委員 何で受け入れるかというのは今の質問と答弁で分かりましたが、１つ、

受入れ側の、こちらの沢の施設なんですが、これもやはり乙訓の方は、老朽化で今回こ

ういう状況になっていると。じゃ、沢の方はどうなんだという、ちょっと疑問があるん

ですが、老朽化もかなりたつでしょうが、その辺の沢の部分では、今の処理能力も落ち

ていくでしょうし、今後の改修計画とか、そういう見込み、それについてはどんなふう

にお考えでしょうか。 

 

○谷田健治委員長 山田業務課長。 

 

○山田貴士業務課長 クリーンピア沢につきましては、下水投入しましたのが平成３０

年度と。そのときに、処理の在り方の検討というところで、し尿処理から下水道投入に

変えると言った時点で一旦設備の更新を図っております。そこから今ですと８年経過

して、また、クリーンピア沢としては平成９年度に稼働しております。そのことを考え

ますと、もう３０年は経過するような施設ということになってきますので、今後、長寿

命化というような形で今後の計画は立てていかなければならないかなというふうには

考えておりますが、今、詳細な計画というものは現時点ではございませんが、大きくは
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老朽化対策をしていって延命を図っていって、下水道投入を継続したいというふうに

考えております。 

 以上となります。 

 

○谷田健治委員長 中村委員。 

 

○中村正公委員 分かりました。大体よそも同じような状況の中で、クリーンピア沢はそ

ういうふうに長寿命化をやられて維持されているということで、それは分かりました

ので、質問はその１点だけで結構です。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷田健治委員長 ご質問がないようですので、５点目の「循環型社会推進会議の提言の

進捗状況について」の説明を求めます。 

 五十嵐循環型社会推進課長。 

 

○五十嵐正和循環型社会推進課長 ありがとうございます。そうしましたら、資料に基づ

きまして、「循環型社会推進会議の提言の進捗状況について」ご説明させていただきま

す。 

 １の経緯でございます。 

 昨年度に、住民の方、学識の方、議員さん、構成市町により構成される循環型社会推

進会議を設置させていただいたところでございます。８月、１２月、２月と３回協議を

重ね、この３月２８日にごみ減量施策に係る提言がなされたところでございます。 

 組合の方では、４月２４日にごみ減量推進プロジェクトチームを立ち上げまして、下

のところの四角囲みにございます主な提言の取組状況にありますように、分別方法を

分かりやすく解説した動画をインスタグラムに週２回投稿したり、環境ふれあいひろ

ばでの企画展を開催したり、また、市町と協働で紙ごみの民間拠点回収マップを作成し

たり、また、消滅型の生ごみ処理機キエーロといったものの普及啓発や、来年４月開始

予定のプラ一括回収の普及啓発など、提言にございました減量施策を着実に実施して

いるところでございます。 

 続きまして、２の今後の予定のところでございます。 

 １１月２６日に７年度の第１回会議を開催したいと考えております。進捗状況につ

いてご報告するとともに、減量施策の改善策等についてご協議いただきたいというふ

うに考えております。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

○谷田健治委員長 以上で説明が終わりました。 

 ご質問はございませんか。 
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 中村委員。 

 

○中村正公委員 循環型社会推進会議から提言が３月に出されて、これを見ると、４月に

組合内にごみ減量推進プロジェクトチームを設置しているとありますが、プロジェク

トチームの活動内容と、それと半年たちますが、どんなことを行ってきたのか教えてく

ださい。 

 

○谷田健治委員長 五十嵐循環型社会推進課長。 

 

○五十嵐正和循環型社会推進課長 プロジェクトチームと申しますのは、組合の中で、組

合が一丸となっていけるように各課横断するような形でつくられておりまして、施設

課でございますとか広報協働課、それと循環型社会推進課と、この３課の実務担当者が

一致して減量施策の進捗状況のアイデアを出したり、進捗状況についてチェックをし

たりするといったものでございます。 

 

○谷田健治委員長 中村委員。 

 

○中村正公委員 分かりました。前も質問したんですが、提言の５にある経済的インセン

ティブの活用でごみ有料化を進めるべきだというふうに断言しているんですが、これ

については、プロジェクトチームの中でどんな意見になっているのか教えてください。 

 また、構成市町の担当部署とはどんな協議がなされて、どんな意見が集約されている

というか、出ているのか教えてください。 

 

○谷田健治委員長 五十嵐循環型社会推進課長。 

 

○五十嵐正和循環型社会推進課長 経済的インセンティブの活用につきましては、昨年

２月の推進会議の中でも、いわゆる経済的インセンティブありきではなくて、まずは減

量をしっかり取り組んでいこうということになっておりましたので、プロジェクトチ

ームでも、まず減量施策についてしっかりと取組をしていくということになっており

ます。 

 あと、市町さんとの協議でございますけれども、担当課長会議を定期的に開催してお

りますので、その中で情報共有をして、政策展開について一緒に考えているというとこ

ろでございます。 

 

○谷田健治委員長 中村委員。 

 

○中村正公委員 ごみの有料化に関してはいろんな意見がありますが、やはり各市町で

それは決めることなので、ここの提言で進めるべきだというふうにされている、これに

はちょっと違和感を感じるんですが、やはり、ごみをまず有料化するのがありきじゃな

くて、減量のための会議でしょうし、そういうことを、そちらの方は進めていっていた
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だきたいなというふうに要望して質問を終わります。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 去年もですけども、今年もものすごい猛暑で、それでインバウンドの観

光客、宇治なんかもすごいんですけども、かなりペットボトルなんかが買われて廃棄さ

れていくんですけど、これをどうやってペットボトルなんかを減量させていくのかと

いうのはもう本当に頭が痛い、大きな課題だなというふうに思っているんですけども、

提言の中ではそういうような、今の社会情勢とかそういうところでは議論はされてい

るでしょうか。 

 

○谷田健治委員長 五十嵐循環型社会推進課長。 

 

○五十嵐正和循環型社会推進課長 提言の中にも、プラスチック製容器やペットボトル

などのプラスチック製品の分別方法の周知ということで、分別収集については引き続

きしっかりやっていこうということがなされておりますし、あと、ペットボトルにつき

ましては、環境ふれあいフェスタがあったところでございますけれども、そこの講演の

中でも、講演先生の方から、ペットについては、ほぼ１００％リサイクルされていて、

各メーカーさんが競い合うように、いわゆる石油由来のバージンペレットじゃなくて、

リサイクルペレットでペットボトルを作るということをすごくされているので、特に

ペットボトルについては、リサイクルが一番進んでいるというような講演があったと

ころでございます。 

 以上でございます。 

 

○谷田健治委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 環境フェスタの講演、行きたいと思っていたんだけど、体調悪くて行け

なかったんですけど、これはあれですか、またＤＶＤとか何かでまた聞くことはできる

んでしょうか。 

 

○谷田健治委員長 別所広報協働課長。 

 

○別所尚紀広報協働課長 環境ふれあいフェスタの講演につきましては、今のところ、共

有をさせていただくというようなことはちょっとできない状況になっています。 

 

○谷田健治委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 環境フェスタで講演されて、これまで何回かあったかと思うんですけ

れども、やっぱり、大人も子どもたちもすごく啓発のところで目が開かれるというか、
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すごい、世界の取組の状況とか日本での状況とか、いろんなことが、子どもなんかは特

に影響を受けて、こうしていこうよねとか、こういうふうにしたいよねとかいう感じで、

ものすごく大きな効果があると思うんですよね。だから、そういうのを、そこの場所に

行かないと聞けないということじゃなくて、それを再生できるような、そんなことをや

っていただきたいなと思っているんですけど、いかがでしょうか。 

 

○谷田健治委員長 別所広報協働課長。 

 

○別所尚紀広報協働課長 以前、コロナ禍のときには、オンライン開催であるとかいった

ことも検討した時期があったんですけれども、今現在は実地開催ということで全ての

イベントを組み立てる状況ではあるんですけれども、委員からご意見いただきました

とおり、そういったオンラインでの事後の共有というところも今後検討していきたい

というふうに考えております。 

 

○谷田健治委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 市民からも、やっぱりちょこちょこと要望を聞くんですよ。今、環境問

題、地球温暖化の問題、やっぱり若い人から年配の人まで、毎日の生活にものすごく影

響があるので、関心が高いんですよね。だから、そういう啓発というか、勉強できる機

会をいろんな形でつくっていただきたい。専門家の先生がそういうことをいろいろ調

査して調べてやっていただくんやから、ものすごく影響ありますやんか。そういうこと

で、よろしくお願いしたいなと思います。 

 以上です。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 すみません、１点だけ。 

 生ごみの処理の件で、かつて、電気を使う生ごみ処理機がはやりまして、補助金制度

もできまして、私も買ってやっていたんですが、すごい時間をかけて、このＣＯ２削減

という意味から、電気を使って生ごみを処理する意味があるのかなというふうなこと

を思いまして、今はしておりませんけれども、市の方でも、生ごみ処理機の補助金制度

をやめて雨水タンク設置の補助金に変えたいきさつがあるんですけれども、今後もこ

の生ごみ処理機を使うことを奨励といいますか、されていくんでしょうか。 

 

○谷田健治委員長 五十嵐循環型社会推進課長。 

 

○五十嵐正和循環型社会推進課長 ありがとうございます。ご指摘の部分の脱炭素の関

係と資源循環の関係、車の両輪で進めていかないかんとは思うんですけれども、おっし

ゃるように、二律背反の部分もございますので、そこらは注意深く、生ごみ処理機も最
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近の生ごみ乾燥機は随分改善されて、省エネでしっかり乾燥させるような製品も出て

まいっておりますので、また、組合といたしましては、より簡単なキエーロという、１

階の方にも飾ってございますけれども、土を衣装ケースに入れて混ぜ込みますと、大体

生ごみでしたら１週間から１０日で文字どおり消えてなくなるといった非常に簡単な

ものもございますので、そういったものの紹介なんかもさせていただいているところ

でございます。 

 

○谷田健治委員長 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 今おっしゃっていただいたように、そういう自然にキエーロみたいな

形でしていくというのがやっぱり好ましいのではないかなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

 

○谷田健治委員長 ほかにご質問はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷田健治委員長 ご質問がないようですので、以上をもちまして、本日の議題は終了い

たしました。 

 なお、本日の委員会の発言については、速記録を点検し、不適切な発言等がありまし

た場合は、委員長において精査いたしますので、よろしくお願いします。 

 これをもちまして、廃棄物（ごみ・し尿）処理常任委員会を閉会いたします。 

 

午前１１時２３分閉会 


